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 通商法におけるスペシャル 301 条は、貿易の不公正慣行の是正を目的としたスーパ

ー301 条と共に、1988 年包括通商競争力法が成立したときに導入された。 
 スペシャル 301 条は、ヤングレポートによって求められた知的財産権の国際戦略の

検討と制度の再検討によって設けられたものである。 
 内容は、スーパー301 条と同じように特許権や著作権など知的財産権保護を基づく対

外的な不公正慣行の是正である。通商法 301 条に基づく米国通商代表部が毎年発行し

ている NTE レポート（外国貿易障壁報告書）において、知的財産権保護が十分守られ

ているかどうかを、警戒レベルから「優先国」、「優先監視国」、「監視国」に分けて国別

に評価している。2013 年において最も悪い「優先国」はなく、「優先監視国」は中国、

ロシアなどで、「監視国」としては、隣国カナダやブラジルなどが挙げられている。特

に中国とロシアについては NTE レポートの冒頭に記述があり、注意深く監視を強めて

いることか伺える。 
「優先国」に特定化されれば、米国通商代表による調査と当事者国との二国間協議が

開始され、協議か不調に終わると通商法 301 条に基づく制裁措置（大統領の措置）が

とられる。 
また、スペシャル 301 条に基づく制裁の前に行われるのが、税関による知的財産権

侵害による製品の排除であり、もうひとつが関税法 337 条による排除命令と差止命令

である。 
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